
 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

船種船名 旅客船 ヴィーナス２ 

船舶番号 １２９１６９ 

総トン数 １６３トン 

 

事故種類 衝突（海洋生物） 

発生日時 平成２４年６月３日 １２時２５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市厳原
いづはら

港南東方沖 

厳原港北防波堤灯台から真方位１４７°７.０海里付近 

（概位 北緯３４°０５.６′ 東経１２９°２２.５′） 

 

 

平成２５年１月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 
＜概要＞ 
旅客船ヴィーナス２は、船長ほか４人が乗り組み、旅客１００人を乗せ、長崎県対

馬市厳原港南東方沖を北西進中、平成２４年６月３日（日）１２時２５分ごろ、海洋

生物と衝突した。 

ヴィーナス２は、船首水中翼部に損傷を生じたが、旅客及び乗組員に死傷者はいな

かった。 

 

＜原因＞ 
本事故は、ヴィーナス２が、厳原港南東方沖を同港に向けて北西進中、船長以下４

人が見張りを行っていたが、海洋生物に気付かなかったため、海洋生物と衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

旅客船ヴィーナス２は、船長ほか４人が乗り組み、旅客１００人を乗せ、長崎県対

馬市厳原港南東方沖を北西進中、平成２４年６月３日（日）１２時２５分ごろ、海洋

生物と衝突した。 

ヴィーナス２は、船首水中翼部に損傷を生じたが、旅客及び乗組員に死傷者はいな

かった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２４年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

平成２４年６月５日、８日、１１日 口述聴取 

平成２４年６月１２日 現場調査及び口述聴取 

平成２４年６月２２日、２６日、７月２日、６日、９日、１１月７日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、ヴィーナス２（以下「本船」という。）の船長

（以下「本件船長」という。）、機関長、一等航海士（以下「一航士」という。）、一等

機関士（以下「一機士」という。）及び九州郵船株式会社（以下「Ａ社」という。）の

安全統括管理者兼運航管理者（以下「Ａ社管理者」という。）の口述によれば、次の

とおりであった。 

本船は、本件船長及び一航士ほか３人が乗り組み、平成２４年６月３日１０時２５

分ごろ旅客１６６人を乗せて厳原港に向けて福岡県福岡市博多港を出港し、１１時 

３５分ごろ長崎県壱
い

岐
き

市郷
ごう

ノ
の

浦
うら

港に入港したのち、１１時４０分ごろ、旅客８３人を

下船させ、旅客１７人を乗船させて１００人を乗せた状態で郷ノ浦港を出港して厳原
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港に向かった。 

本船の郷ノ浦港出港時の喫水は、船首が約１.３０ｍ、船尾が約１.５２ｍであった。 

本船は、船首及び船尾に設けられている翼（以下、それぞれ「船首翼」及び「船尾

翼」という。）で得られる揚力により、‘船体を海面から浮上させる航行’（以下「翼

走」という。）ができ、翼走時には、船首船底基線から下方約３.１ｍに１個の船首翼

が、船尾船底基線から下方約３.６ｍに２個の船尾翼がそれぞれ位置し、船首翼が約

２.０ｍ、船尾翼が約３.０ｍ海面下に入っていた。 

本船は、入出航時は‘船底を着水させる航行’（以下「艇走」という。）を行ってい

た。 

本件船長は、本船が出港する前に旅客に対してシートベルトの着用を依頼する船内

放送を行い、郷ノ浦港を離岸し、岸壁沖で回頭して船首を郷ノ浦港沖防波堤間の出入

口に向け、速力約７ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で南南西進した。 

一航士は、離岸作業を終え、船内巡視をして旅客の着席状態を確認してから操舵室

に戻り、旅客に対してシートベルト着用依頼の船内放送を行って操舵室の右舷側の座

席に腰を掛けてシートベルトを着用し、見張りに就いた。 

本船は、１１時４２分ごろ、艇走から翼走に移るために速力を上げながら郷ノ浦港

沖防波堤間の出入口を通過し、速力が約２２kn となって船体が浮上し始め、１１時

４３分ごろ、速力が約３５～４０kn となって翼走状態となり、機関の回転数を安定

させるために機関の回転数を落とし、さらに、狭い海域を航行するので翼走可能な速

力約２６kn として郷ノ浦港沖を航行した。 

本船は、１１時４７分ごろ、郷ノ浦港西方の 蟐
じょう

蛾
が

ノ瀬戸を通過してから速力を約

３８kn とし、超高速船安全管理規程に定める常用基準針路である３２８°（真方位、

以下同じ。）とした。 

本船は、１１時５６分ごろ、壱岐市所在の若宮灯台を右舷正横に見た頃、Ａ社に定

時連絡を行ったが、この頃から、北東方からのうねりにより船体動揺が始まったので、

本件船長が波を正面から受けないように舵を小刻みに左右に取りながら北西進した。 

本船は、１２時１５分ごろ操舵を本件船長から一航士に交替し、本件船長が右舷側

の座席に腰を掛けてシートベルトを着用して見張りと操船指揮に当たった。他の２人

の乗組員も座席に座り、見張りを行っていた。 

一航士は、本件船長から「航進目標は対馬市耶
や

良
ら

埼である。動揺に注意をすること」

と言われて操船を引き継いで操舵に就き、本船の動揺を抑えるため、うねりの頂点に

本船が乗るように舵を左右に約５～１０°取りながら北西進中、１２時２５分ごろ、

左に舵を取り、船首方位約３２０°、速力約３９.７kn となったとき、強い衝撃を感

じたので、直ちに機関の回転数を落としてアイドリング状態とした。 

本件船長は、直ちに操舵を交替し、一航士及び一機士に旅客の安全確認と船体の損
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傷状況の調査を指示するとともに、旅客に船内放送で「何物かに衝突した可能性があ

るので着席してシートベルトをしてください」と伝えた。 

一航士は、１２時２７分ごろ、旅客に負傷者がいないことを確認したのち、１階客

室ののぞき窓から船首翼の状態を見てエネルギーアブソーバーの損傷を確認し、また、

一機士は、２階客室の旅客に負傷者がいないことと船尾翼に異常のないことを確認し

たのち、左舷船尾方約１００～１５０ｍに大きさ約２～４ｍの海洋生物らしき黒い物

体と血のような赤い液体が浮いているのを目撃してそれぞれ本件船長に報告した。 

本件船長は、旅客に「沈没の虞がない」と船内放送で伝え、１２時３０分ごろＡ社

管理者に「海洋生物らしきものと衝突して着水した」と報告した。 

Ａ社管理者は、１２時３２分ごろ、Ａ社内で事故対策を検討して本船の翼走は無理

であると判断し、その旨を本船に伝えた。 

本船は、１２時３７分ごろ、海上保安庁に１１８番通報し、事故発生場所、負傷者

がいないこと、自力航行が可能なことなどを伝え、船内放送で「航行を開始します。

厳原港入港予定１３時１０分です」と伝え、約１２knの速力で艇走して厳原港に向か

い、１３時１４分ごろ厳原港に入港したのち、旅客に負傷者がいないことを再度確認

した。 

 

本事故の発生日時は、平成２４年６月３日１２時２５分ごろで、発生場所は、厳原

港北防波堤灯台から１４７°７.０海里（Ｍ）付近であった。 

（付図１ 経過概略図、付図２ 一般配置図 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

旅客及び乗組員に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

本件船長の口述及び損傷写真によれば、本船は、海洋生物との衝突の衝撃により、

船首水中翼部のエネルギーアブソーバーが約１０～１１㎝伸びていた。 

（付図３ 船首水中翼図、写真１ エネルギーアブソーバー損傷箇所 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

本件船長 男性 ３７歳 

二級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１９年１１月３０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１１月３０日 
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免状有効期間満了日 平成２４年１１月２９日 

一航士 男性 ３０歳 

三級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成１４年１２月６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１１月１５日 

免状有効期間満了日 平成２４年１２月５日 

  (2) 主な乗船履歴等 

① 本件船長 

本件船長の口述によれば、平成７年１２月にＡ社へ入社し、Ａ社所有の 

フェリー及び水中翼船の船員として乗船し、平成１８年からＡ社所有の２隻

の水中翼船の船長として乗船している。 

② 一航士 

一航士の口述によれば、平成１４年１０月にＡ社へ入社し、船員としてＡ

社所有のフェリー及び水中翼船に交互に乗船している。 

  (3)  健康状態 

   ① 本件船長 

     本件船長の口述及び船員手帳によれば、健康状態は良好であり、裸眼視力

は、右１.２左０.９で、聴力は正常であった。 

   ② 一航士 

     一航士の口述及び船員手帳によれば、健康状態は良好であり、裸眼視力は、

右１.５左１.２で、聴力は正常であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目等 

船 舶 番 号  １２９１６９ 

船 籍 港  福岡県福岡市 

船舶所有者  Ａ社 

運 航 者  Ａ社 

総 ト ン 数  １６３トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ２７.４３ｍ×８.５３ｍ×２.５９ｍ 

船 質  軽合金 

機 関  ガスタービン機関２基 

出 力  合計５,６６７kＷ 

推 進 器  ウォータージェット推進装置２基 

進水年月日  昭和６０年４月２２日 
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最大搭載人員  旅客２５７人、船員５人計２６２人 

 

2.5.2 水中翼部の状況 

本船の一般配置図及び本件船長の口述によれば、次のとおりであった。 

本船は、ジェットフォイルと呼称する全没翼型水中翼船であり、上甲板上の１階

と２階部分に客室が、２階客室の前方に操舵室がそれぞれあった。   

本船は、遠隔操縦可能な船首翼及び船尾翼を装備し、船体の全長は２７.４３ｍ

であり、水中翼を点検のために海面上に上げているときの全長は３０.７８ｍで 

あった。 

船首翼装置は、台形のステンレス製の船首翼、船首船底中央部に取り付けられた

船首翼を支えるステンレス製の支柱（以下「ストラット」という。）１本、スト 

ラット下端に接続されたポッドと称する流線型部材等によって構成されていた。 

ポッド内部には、アンダーウォータースピーカーと称し、鯨類に回避動作をとら

せる目的の音波を発する装置が組み込まれていたものの、本事故当時、故障して使

用されていなかった。 

船尾翼装置は、ステンレス製の船尾翼、船尾翼を支える船尾船底中央部に取り付

けられた推進用海水取入口を下部に有する中央ストラット、船尾の両舷に取り付け

られたストラット等によって構成されていた。 

翼走時に海中の障害物と接触したときの衝撃吸収装置は、水中翼装置のストラッ

ト上部にエネルギーアブソーバーが装備されていた。 

エネルギーアブソーバーは、外囲、心棒、船体取付け金具等によって構成され、

海中の障害物と水中翼とが接触した際、心棒が伸びて外れ、衝撃力を吸収するよう

になっていた。 

（付図２ 一般配置図、付図３ 船首水中翼図 参照） 

 

2.5.3 操舵室の状況等  

本件船長の口述によれば、次のとおりであった。 

操舵室は、２階客室の船首側に配置され、室内前部の右舷側から順に見張員用、

操縦者用、機関操縦者用及び見張員用の各座席が横一列に配置されており、いずれ

もシートベルトが付き、中央の２座席の床面上の高さは左右の座席より約２０㎝高

く、中央の２座席に腰掛けたときの翼走時の眼高は約８ｍであり、船首方に見張り

の妨げになる構造物はなかった。 

操縦者用座席の前に舵輪が、機関操縦者用座席の前に主機遠隔操縦装置がそれぞ

れあり、両者の間にＧＰＳプロッター、レーダーなどが設けられていた。 
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2.5.4 客室に関する情報 

本件船長及び一航士の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 本船は、旅客定員２５７人であり、１人用座席が１階客室に１５７個、２

階客室に１００個設置され、各座席の大きさは幅約４８㎝奥行約４６㎝で、

各座席には腰に回して着用するシートベルトが取り付けられ、腰を掛けた際、

背もたれ頂部のスポンジ状の緩衝材が頭部に当たるようになっていた。 

(2) 客室内の支柱、テレビ台の下方及び突起物には緩衝材が取り付けられてい

た。 

(3)  各客室には、シートベルトの着用を促す目的の「シートベルト着用のお願

い」との表示板が各客室壁面に数箇所掲示されていたほか、シートベルト着

用表示灯が各客室に数箇所設置されていた。 

（付図４ 客室配席図、写真２ 旅客用座席、写真３ 船内掲示物 参照） 

 

2.5.5 旅客及び乗組員の配席状況に関する情報 

本件船長及び一航士の口述によれば、次のとおりであった。 

旅客は、座席が指定されていなかったので各客室の座席に任意に腰を掛け、乗組

員は、操舵室の座席に４人が、売店にある座席に販売員１人がそれぞれ腰を掛け、

全員がシートベルトを着用していた。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

本事故発生場所の北西方約７.５Ｍにある厳原特別地域気象観測所の観測値によ

れば、次のとおりであった。 

６月３日 

１１時００分 風向 北東、風速 ２.９m/s、天気 晴れ、視程 １９.４km 

１２時００分  風向 北東、風速 ３.６m/s、天気 晴れ、視程 １９.９km 

１３時００分  風向 北東、風速 ３.２m/s、天気 晴れ、視程 ２０.８km 

  壱岐、対馬地区における気象警報及び気象注意報は、５月２２日０３時４８分～

６月１５日０６時２７分の間、発表されていなかった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

本件船長の口述によれば、天気晴れ、風向北東、風速約１２m/s、うねりの高さ

約２ｍ、うねりの方向北東、視程約８Ｍであった。 
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２.７ 事故発生海域に関する情報 

2.7.1 九州沿岸水路誌による情報 

  海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌によれば、対馬～壱岐間を対馬海峡東水道とい

い、次のとおり記載されている。 

東水道 最狭部は対馬下島南端の神埼と壱岐島北端の辰ノ島との間で約２６Ｍ、

最大水深１３５ｍである。 

 

 2.7.2 鯨等の海洋生物発見に関する情報 

Ａ社管理者の口述によれば、鯨等の大型海洋生物は、平成２３年中に東水道で 

１１回発見された。 

 

２.８ 船舶の安全管理に関する情報 

2.8.1 出港時及び航行時の安全確認 

本件船長、一航士及びＡ社管理者の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 出港作業後の安全確認 

本船は、出港の約５～１０分前から旅客の乗船を始め、全ての旅客が乗船

を完了してから、本件船長がシートベルトの着用依頼を船内放送で行ったの

ちに出港し、出港配置を終えた一航士と一機士が客室内を見回って旅客の 

シートベルト着用状況を確認したのち、更に一航士がシートベルトの着用依

頼の船内放送を行っていた。 

(2) 航行中の安全確認 

     本船は、出港してから翼走状態になるまでの間、救命胴衣の着用やシート

ベルトの装着方法などを客室に備え付けの大型テレビでビデオテープにより

放映していた。 

本船は、郷ノ浦港西方の狭水道を通過後、標準速力状態となってから、再

度、一航士がシートベルトの着用依頼の船内放送を行っていた。 

(3) 鯨類の発見通報状況 

  博多港を使用するＡ社ほか２社は、運航する水中翼船が鯨類を発見した際、

それらの情報を航行中の他の水中翼船に直接通報する体制を採っていた。 

 

 2.8.2 Ａ社の安全指導 

Ａ社管理者の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ社の指導 

Ａ社は、平成２４年４月に鹿児島県沖での超高速船と海洋生物との衝突事

故で負傷者が発生したことを知り、直ちに事故情報を本船の乗組員に伝え、
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見張りを厳重にして海洋生物の発見に努めること、旅客の安全確保のために

シートベルトの着用のお願いを徹底すること、鯨類が発見された海域では減

速航行をすることなどを指導していた。 

(2) 安全管理規程等 

平成１８年１２月１日作成の超高速船安全管理規程及び超高速船作業基準

によれば、次のとおりであった。 

①  超高速船安全管理規程 

第３章 船舶の航行 

（運航基準図等) 

第７条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。 

なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航

基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。 

(1)～(7) （略） 

(8) 鯨類が頻繁に出没する（目撃される）ため、減速、回避すべき海域

(9) その他航行の安全を確保するために必要な事項 

２ （略） 

 

② 超高速船作業基準 

第５章 旅客の遵守事項等の周知 

（乗船旅客に対する遵守事項の周知） 

第１９条 船長は、旅客が乗船している間適宜の時間に次の事項を放送

等により周知しなければならない。 

(1)～(5)  （略） 

(6) 高速運航中におけるシートベルトの着用 

(7)～(9)  （略） 

(10)その他旅客が遵守すべき事項 

２ 船長は、船内の見やすい場所に、前項各号の事項を掲示しておかな

ければならない。 

（写真３ 船内掲示物 参照） 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び2.6.2から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、風速約１２m/sの北東風が吹き、北東からの高さ約２ｍのうねり

がある状況において、船体の動揺を軽減するため、左右に操舵しながら、厳

原港南東方沖を同港へ向けて北西進中、一航士が、左に舵を取って船首方位

約３２０°、速力約３９.７knとなったとき、６月３日１２時２５分ごろ、

厳原港北防波堤灯台から１４７°７.０Ｍ付近において、衝撃を感じたので、

機関の回転数を中立とした。 

(2) 本件船長は、衝撃を感じたので、一航士及び一機士に旅客の安全確認等を

指示し、一機士が船尾方に海洋生物らしき黒い物体と血液状の赤い液体が海

面に浮いているのを視認したことから、本船が海洋生物と衝突したことが分

かった。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２４年６月３日１２時２５分ごろで、発

生場所は、厳原港北防波堤灯台から１４７°７.０Ｍ付近であったものと考えられ

る。 

 

 3.1.3 損傷の状況 

  ２.３から、船首水中翼部のエネルギーアブソーバーが損傷したものと推定され

る。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船体の状況に関する解析 

   (1) 乗組員の状況 

    ① ２.４(1)から、本件船長及び一航士は、適法で有効な海技免状を有して

いた。 

② ２.４(3)から、本件船長及び一航士は、本事故時の健康状態は良好で 

あったものと考えられる。 

   (2) 船体の状況 

     ２.１から、本船は、翼走時、船首翼が約２.０ｍ、船尾翼が約３.０ｍ海

面下にあったものと考えられる。 
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 3.2.2 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故発生時の気象及び海象は、天気は晴れ、風向北東、風速約１２

m/s、うねりの高さ約２ｍ、うねりの方向北東、視程約８Ｍであったものと考えら

れる。 

また、風及び波に関する気象警報及び気象注意報は、発表されていなかった。 

 

3.2.3 本事故発生海域等での海洋生物の発見及び発見時の情報共有に関する状況 

2.7.2及び2.8.1(3)から、次のとおりであったものと考えられる。 

鯨等の大型海洋生物は、平成２３年中に東水道で１１回発見された。 

博多港を出入港する水中翼船を運航するＡ社ほか２社は、運航する水中翼船が鯨

類を発見した情報を他の水中翼船に直接通報し、発見情報を共有する体制を採って

いた。 

 

 3.2.4 操船状況及び衝突した物に関する状況 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、３日１１時４０分ごろ、郷ノ浦港を厳原港に向けて出港し、本件

船長が操舵を行い、郷ノ浦港沖防波堤間の出入口に向けて速力約７knで艇走

した。 

   (2) 本船は、１１時４２分ごろ、艇走から翼走に移るために増速しながら郷ノ

浦港沖防波堤間の出入口を通過し、速力が約２２knとなって船体が浮上し始

め、１１時４３分ごろ、速力が約３５～４０knとなって翼走状態となり、機

関の回転数を安定させるために機関の回転数を落とし、翼走可能な速力約 

２６knで航行した。 

(3) 本船は、１１時４７分ごろ、郷ノ浦港西方の蟐蛾ノ瀬戸を通過して速力を

約３８knとし、常用基準針路として約３２８°で航行した。 

   (4) 本船は、１１時５６分ごろ、若宮灯台を右舷正横に見た頃、Ａ社に定時連

絡を行ったが、この頃から、北東からのうねりにより動揺が始まったので、

本件船長が波を正面から受けないように舵を左右に取りながら航行した。 

   (5) 本船は、１２時１５分ごろ、本件船長が操舵を一航士と交替し、本件船長

が右舷側の座席に腰を掛けてシートベルトを着用し、見張りと操船指揮に当

たった。 

   (6) 一航士は、本件船長から操舵を交替し、本船の動揺を抑えるため、うねり

の頂点に本船が乗るように舵を左右に約５～１０°取りながら北西進中、左

に舵を取って船首方位約３２０°、速力約３９.７knとなったとき、１２時

２５分ごろ、衝撃を感じたので、直ちに機関の回転数を落として本件船長と
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操舵を交替した。 

(7) 本件船長は、衝撃を感じたので、一航士及び一機士に旅客の安全確認と船

体の損傷状況調査を指示し、一機士が船尾方に海洋生物らしき黒い物体と血

液状の赤い液体が海面に浮いているのを視認したことから、本船が海洋生物

と衝突したことが分かった。 

(8) 本船は、操舵室の前方に横一列の４個の座席があり、本件船長以下４人が

シートベルトを着用して腰を掛け、前方の見張りを行っていたが、海洋生物

に気付かなかった。 

 

 3.2.5 安全管理状況に関する解析 

  ２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ社は、安全管理規程により、高速航行中におけるシートベルトの着用に

ついて適宜に船内放送を行うこと、及び客室の見やすい場所にシートベルト

着用の表示を掲示することを定めていた。 

(2) 本船は、船内にシートベルト着用の掲示板や表示灯を設置し、また、出港

後及び航行中にシートベルト着用についての船内放送を行って旅客に周知し、

船内巡視により旅客の安全確認を行っていた。 

(3) 本船は、鯨類に回避動作をとらせる目的で船首水中翼装置にアンダー 

  ウォータースピーカーを設置していたが、同スピーカーは故障していた。 

 

 3.2.6 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1、3,1.2、3.2.1(2)及び3.2.3から、次のとおりであったものと考え

られる。 

   (1) 本船は、郷ノ浦港を出港後、艇走状態から翼走状態に移り、同港西方の蟐

蛾ノ瀬戸を通過してから、速力を約３８knとし、常用基準針路として約  

３２８°で航行した。 

   (2) 本船は、北東からの高さ約２ｍのうねりにより動揺が始まったので、本件

船長が波を船首から受けないように舵を左右に取りながら航行した。 

   (3) 本船は、厳原港南東方沖を航行中、一航士が、本件船長と操舵を交替後、

本船の動揺を抑えるために舵を左右に取って操船していたところ、舵を左に

取って船首方位約３２０°速力約３９.７knとなったとき、衝撃を感じて機

関の回転数を落とし、本件船長と操舵を交替した。 

(4) 本船は、操舵室で本件船長以下４人が見張りを行っていたが、海洋生物に

気付かなかった。 

(5) 本件船長は、衝撃を感じたので、一航士及び一機士に旅客の安全確認と船
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体の損傷状況調査を指示し、一機士が船尾方に海洋生物らしき黒い物体と血

液状の赤い液体が海面に浮いているのを視認したことから、本船が海洋生物

と衝突したことが分かった。 

(6) 本船は、本件船長以下４人が見張りを行っていたが、海洋生物に気付かな

かったことから、海洋生物と衝突した。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、本船が、厳原港南東方沖を同港に向けて北西進中、本件船長以下４人が

見張りを行っていたが、海洋生物に気付かなかったため、海洋生物と衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

本船は、鯨類に回避動作をとらせる目的で船首水中翼装置にアンダーウォータース

ピーカーを設置していたものの、同スピーカーは故障していたが、同スピーカーが機

能していれば、状況によっては海洋生物が回避動作をとった可能性があると考えられ

る。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、本船が、厳原港南東方沖を同港に向けて北西進中、本件船長以下４人が

見張りを行っていたが、海洋生物に気付かなかったため、海洋生物と衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

本船は、鯨類に回避動作をとらせる目的で船首水中翼装置にアンダーウォータース

ピーカーを設置していたものの、同スピーカーは故障していたが、同スピーカーが機

能していれば、状況によっては海洋生物が回避動作をとった可能性があると考えられ

る。 

したがって、Ａ社は、アンダーウォータースピーカーを整備して航行中は常時使用

できるようにしておくことが必要なものと考えられる。 
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付図１ 経過概略図 

 

 

 

（平成２４年６月３日１２時２５分ごろ発生） 

事故発生場所
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付図２ 一般配置図 
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付図３ 船首水中翼図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図４ 客室配席図 
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写真１ エネルギーアブソーバー損傷箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 旅客用座席 
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写真３ 船内掲示物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




